
令和５年８月４日 

障 害 福 祉 部 

 

「障害児通所施設等の整備の基本的な考え方について」の策定及び 

「障害者施設整備等に係る基本方針」の必要所要量の更新について 

１．主旨 

せたがやノーマライゼーションプラン（令和３年度～令和５年度）では、施設需要に対応

するため、障害児（者）通所施設の整備・充実、特に医療的ケア児を含む重症心身障害児を

支援する施設整備を重点課題として取り組むこととしている。 

障害者の施設整備については、令和２年度に「障害者施設整備等に係る基本方針」を策定

し整備を行っているところである。しかし、障害児の施設整備においても中長期にわたる取

り組みが必要となることから、今後の障害児の増加を踏まえながら、障害児施設の需要、施

設整備の方向性を整理し、施設需要に的確に対応する必要がある。 

このことから、令和５年度に「障害児通所施設の今後の整備に向けた検討会」を開催し、

医療的ケア児を育てる保護者へのアンケート（令和３年度）や障害児を育てる保護者へのア

ンケート（令和４年度）の結果をもとに検討会での議論を重ねながら、障害児通所施設等の

整備の基本的な考え方を整理した。今後、この基本的な考え方を踏まえ、今後の障害福祉計

画等に反映させ、障害児通所施設等の整備を行っていく。 

また、「障害者施設整備等に係る基本方針」において、策定後からの施設利用者数の実数

を踏まえるとともに、現時点で整備予定の計画を含めて必要所要量を更新し、今後の障害福

祉計画等に反映させ整備を行っていく。 

 

２．障害児通所施設等の整備の基本的な考え方 

（１）考え方策定の目的と重点的に取り組む課題 

施設整備は中長期にわたる取組みが必要となることから、今後の障害児の増加を踏ま

えながら以下２点を重点的に取り組む課題とし、その対応の考え方等を整理し、施設需

要への的確な対応を図り、障害児施設の整備を行っていくため。 

①施設所要量の確保 

②医療的ケア児を含む重症心身障害児への対応 

（２）考え方策定への検討体制 

令和５年度に「障害児通所施設の今後の整備に向けた検討会」を開催し、医療的ケア

児を育てる保護者へのアンケート（令和３年度）や障害児を育てる保護者へのアンケー

（付議の要旨） 

「障害児通所施設等の整備の基本的な考え方について」を定めるとともに、令和２年

度に策定した「障害者施設整備等に係る基本方針」における必要所要量の更新を行い、

障害児（者）施設等の整備を図っていくことを決定する。 
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ト（令和４年度） の結果をもとに検討会での議論を重ねながら、障害児通所施設等の

整備の基本的な考え方を整理した。 

以降、策定した考え方を踏まえ、「次期（仮称）せたがやインクルージョンプラン－

世田谷区障害施策推進計画－（令和６年度～令和８年度）」の内容に反映させる。 

（３）障害児通所施設等の整備の基本的な考え方の内容 

別紙１「障害児通所施設等の整備の基本的な考え方について（案）概要」のとおり 

 

３．「障害者施設整備等に係る基本方針（令和２年度策定）」の必要所要量の更新 

（１）必要所要量の更新 

障害者施設整備は中長期にわたる取組みが必要となり、施設需要への的確な対応を図

っていく必要があることから、令和２年作成の基本方針において、令和１２年度までの

通所施設（生活介護・就労継続支援Ｂ型）、グループホームの想定不足数および施設整

備の方策を整理したところである。 

生活介護および就労継続支援Ｂ型の令和１２年度までの最大必要所要量について、過

去の施設通所者の入退所数から利用者数（見込み）を想定したところであるが、策定後

から令和５年４月１日時点までの施設利用者数の実数を踏まえるとともに、現時点で整

備予定の計画を含めて、今後の必要所要量を更新する。また、グループホームの必要所

要量についても開設実績及び現時点で整備予定の計画を示し、通所施設の必要所要量を

含め「次期（仮称）せたがやインクルージョンプラン－世田谷区障害施策推進計画－（令

和６年度～令和８年度）」の内容に反映させる。 

（２）今後の必要所要量の内容 

別紙２「必要所要量及び整備計画状況（案）（令和５年４月１日時点）」のとおり 

 

４．今後のスケジュール（予定） 

令和５年 ９月    福祉保健常任委員会報告 

令和６年 ３月    「（仮称）せたがやインクルージョンプラン-世田谷区障害施策推進計

画-」策定（「障害児通所施設等の整備の基本的な考え方」「障害者施

設整備等に係る基本方針」の反映） 
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障害児通所施設等の整備の基本的な考え方について（案） 

 

 

１ 策定の経緯・目的 

  せたがやノーマライゼーションプラン（令和３年度～令和５年度）では、施設需要に対応す 

 るため、障害児（者）通所施設の整備・充実、特に医療的ケア児を含む重症心身障害児を支援 

する施設整備を重点課題として取り組むこととしている。 

  しかし、施設整備は中長期にわたる取り組みが必要となることから、今後の障害児の増加を 

踏まえながら、障害児施設の需要、施設整備の方向性を整理し、施設需要に的確に対応する 

 必要がある。   

このことから、令和５年度に「障害児通所施設の今後の整備に向けた検討会」を開催し、医

療的ケア児を育てる保護者へのアンケート（令和３年度）や障害児を育てる保護者へのアンケ

ート（令和４年度）の結果をもとに検討会での議論を重ねながら、障害児通所施設等の整備の

基本的な考え方を整理した。 

  今後、この基本的な考え方を踏まえ、障害福祉計画等に反映させ、障害児が身近な地域で 

生活するため、障害児通所施設等の整備を行っていく。 

 

２ これまでの施設整備の状況と重点的に取り組む課題 

（１）過去５年の施設整備状況    

 主に重症心身障害児を支援する事業所 主に重症心身障害児以外を支援する事業所 

 児童発達

支援のみ 

放課後等デイ

サービスのみ 

多機能事業所 児童発達支援

のみ 

放課後等デイ

サービスのみ 

多機能事業所 

平成30年3月31

日現在の施設数 

３ ０ １ １２ １６ １２ 

平成30年度   １   １ 

令和元年度 １ １  １ １ ２ 

令和２年度 １   １ ２  

令和３年度  １ ２(※１) １  １ 

令和４年度   １ １ ４ ５ 

令和５年３月３１

日現在の施設数 

５ ２ ５(※１) １６ ２３ ２１ 

 ※令和３年度開設した主に重症心身障害児を支援する事業所の多機能事業所のうち１事業所が休止中。 

 

（２）重点的に取り組む課題 

 ①障害児通所施設所要量の確保 

   今後の通所施設の利用希望に対応するため、中長期的な需要見込みと施設所要量を精査 

し、その確保を図ることが必要である。 

別紙１ 
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  ②重症心身障害児への対応（医療的ケア児含む） 

   今後も重症心身障害児や医療的ケアが必要な施設利用者の増加が見込まれるが、受入れ 

可能な通所施設が限られているため、その拡充を図る必要がある。 

 

３ 基本的な考え方の対象期間 

  中長期的な考え方として、令和１２（２０３０）年度までの７年間とする。 

  ※今後の障害児数の推移や制度改正等社会情勢の変化等を見極めながら世田谷区障害施策

推進計画策定時に見直しを行う。 

 

４ 他の計画等との関係 

   障害福祉計画と同様に、世田谷区基本計画、新実施計画のほか、公共施設等総合管理計画 

 等との整合を図る。 

 

５ 整備等の基本的方向性 

（１）障害児通所施設所要量の確保 

  ①所要量想定 

   令和２年度～令和４年度の利用者数は実数とし、令和５年度以降の利用者数（見込み）は 

 将来推計人口統計の推計人口に対し、障害児が児童発達支援・放課後等デイサービスそれぞ 

れを利用する割合を踏まえた、対象期間の地域別の通所施設所要量を以下のとおり想定す 

る。  

●施設所要量想定（単位：人）【令和５年３月３１日時点必要所要量】 

※定員数は、令和４年度までは現時点での施設定員数、令和９年度以降は整備が予定されて 

いる整備予定施設数を踏まえた定員数としている。 

【児童発達支援】 
整備予定施設の定員数
を含む 
（令和5年3月31日時点） 

令和2年度 

(2020年） 

令和３年度 

（2021年） 

令和4年度 

(2022年） 

 

令和5年度 

（202３年） 

令和6年度 

(2024年） 

令和7年度 

（2025年） 

利用者数（見込み） 
（令和４年度まで実績） 

３７７ ４７５ ５２７ ５３９ ５２３ ５０９ 

定員数 ２８５ ２９５ ３１０ ３４５ ３６５ ３８５ 

不足数 ▲ ９２ ▲１８０ ▲２１７ ▲１９４ ▲ １５８ ▲１２４ 

 令和8年度 

(2026年） 

令和9年度 

（2027年） 

令和１0年度 

(2028年） 

令和１１年度 

（２０２９年） 

令和１２年度 

（２０３０年） 

利用者数（見込み） 
（令和5年度まで実績） 

５０２ ４９９ ４９４ ４９０ ４８７ 

定員数 ４０５ ４１５ ４１５ ４２０ ４２０ 

不足数 ▲９７ ▲８４ ▲７９ ▲７０ ▲６７ 

 

 

利用者数（実績） 
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整備予定施設概要 令和５年度～令和８年度 民間からの開設相談の状況等を踏まえ、 

毎年２事業所ずつ増えると想定した定員数 

令和９年度  新規開設 警察庁深沢宿舎跡地（国有地）定員１０人 

           令和１１年度 新規開設 弦巻統合保育園（区有地）  ※定員５人 

※放課後等デイサービスと多機能整備のため定員１０ 

人の１/２として仮定 

 
【放課後等デイサービ
ス】 
整備予定施設の定員数
を含む 
（令和5年3月31日時点） 

令和2年度 

(2020年） 

令和３年度 

（2021年） 

令和4年度 

(2022年） 

令和5年度 

（202３年） 
令和6年度 

(2024年） 

令和7年度 

（2025年） 

利用者数（見込み） 
（令和４年度まで実績） 

４６９ ５０６ ５３１ ５５１ ５６４ ５７７ 

定員数 ２９０ ３１０ ３１５ ３８０ ４００ ４２０ 

不足数 ▲１７９ ▲１９６ ▲２１６ ▲１７１ ▲１６４ ▲１５７ 

 令和8年度 

(2026年） 

令和9年度 

（2027年） 

令和１0年度 

(2028年） 

令和１１年度 

（２０２９年） 

令和１２年度 

（２０３０年） 

利用者数（見込み） 
（令和5年度まで実績） 

５８３ ５８５ ５８８ ５８７ ５８７ 

定員数 ４４０ ４４０ ４４０ ４４５ ４４５ 

不足数 ▲１４３ ▲１４５ ▲１４８ ▲１４２ ▲１４２ 

整備予定施設概要 令和５年度～令和８年度 民間からの開設相談の状況等を踏まえ、 

毎年２事業所ずつ増えると想定した定員数 

令和１１年度 新規開設 弦巻統合保育園（区有地）  ※定員５人 

※児童発達支援との多機能整備のため定員１０人の 

１/２として仮定） 

 

●令和１２年（２０３０年）３月時点の地域別不足数想定（単位：人） 

 児童発達支援 放課後等デイサービス 

世田谷地域 ▲１８ ▲３５ 

北沢地域 ▲１０ ▲１８ 

玉川地域 ▲１７ ▲３８ 

砧地域 ▲１３ ▲３２ 

烏山地域 ▲９ ▲１９ 

不足数 ▲６７ ▲１４２ 

 

 

 

利用者数（実績） 
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 ②基本的な方向性 

 ア）住んでいる地域や近隣地域において通所施設が利用できるよう、区内５地域のバランス 

を勘案し、利用者の障害特性や希望する支援を尊重しながら、施設整備を進める。 

なお、放課後等デイサービスは利用者の増加傾向が続いているため、既存施設の活用も 

検討し、施設整備を進める。 

 イ）施設整備だけでなく、療育プログラムや安全対策など、開設前の丁寧な聞き取りを実施 

し、適切な運営が図れるよう、寄り添った支援を行う。また、関係機関と連携し、支援 

者の質の向上や育成について支援を行う。 

（２）重症心身障害児への対応（医療的ケア児含む） 

①所要量想定 

保健福祉総合事業概要において、重症心身障害児の人数が示されていないため、重症心 

身障害児の人数を身体障害者手帳と愛の手帳の重複者の人数とし、過去の伸び率等を勘案 

し、対象期間の所要量を以下のとおり想定する。 

 

●施設所要量想定（単位：人）【令和５年３月３１日時点必要所要量】 

※定員数については、令和４年度までは現時点での施設定員数、令和９年度以降は整備予定 

が明らかな整備予定数を踏まえた数としている。 

 

【児童発達支援】 
整備予定施設の定員数
を含む 
（令和5年3月31日時点） 

令和2年度 

(2020年） 

令和３年度 

（2021年） 

令和4年度 

(2022年） 

令和5年度 

（202３年） 令和6年度 

(2024年） 

令和7年度 

（2025年） 

利用者数（見込み） 
（令和４年度まで実績） 

 ４９  ４８  ４７ ４８  ４８  ４９ 

定員数  ２２  ２７   ２９  ３１ ３１ ３１ 

不足数 ▲２７ ▲２１ ▲１８ ▲１７ ▲１７ ▲１８ 

 令和8年度 

(2026年） 

令和9年度 

（2027年） 

令和１0年度 

(2028年） 

令和１１年度 

（２０２９年） 

令和１２年度 

（２０３０年） 

利用者数（見込み） 
（令和5年度まで実績） 

  ５０  ５０  ５１  ５２  ５２ 

定員数 ３１ ３６  ３６  ４１ ４１ 

不足数 ▲１９ ▲１４ ▲１５ ▲１１ ▲１１ 

整備予定施設概要 令和９年度  新規開設 警察庁深沢宿舎跡地（国有地）定員５人 

      令和１１年度 新規開設 弦巻統合保育園（区有地）  定員５人 

 

 

 

 

利用者数（実績） 
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【放課後等デイサービ
ス】 
整備予定施設の定員数
を含む 
（令和5年3月31日時点） 

令和2年度 

(2020年） 

令和３年度 

（2021年） 

令和4年度 

(2022年） 

令和5年度 

（202３年） 
令和6年度 

(2024年） 

令和7年度 

（2025年） 

利用者数（見込み） 
（令和４年度まで実績） 

 ７３  ７２  ７１ ７２  ７２  ７３ 

定員数  １６  １６   ２４  ２７ ２７ ２７ 

不足数 ▲５７ ▲５６ ▲４７ ▲４５ ▲４５ ▲４６ 

 令和8年度 

(2026年） 

令和9年度 

（2027年） 

令和１0年度 

(2028年） 

令和１１年度 

（２０２９年） 

令和１２年度 

（２０３０年） 

利用者数（見込み） 
（令和5年度まで実績） 

  ７４  ７５  ７６  ７７  ７８ 

定員数 ２７ ２７  ２７  ２７ ２７ 

不足数 ▲４７ ▲４８ ▲４９ ▲５０ ▲５１ 

 

②基本的な方向性 

ア）医療的ケア児を含む重症心身障害児通所施設では、今後需要の増加が見込まれるため、 

  令和１２年度までに上記需要を満たす医療的ケア児を含む重症心身障害児対応施設の 

整備を進める。なお、整備にあたっては、区内５地域のバランスを勘案し、障害者通所 

施設との併用、既存施設の活用など公有地活用による整備を進める。  

イ）医療的ケア児の受け入れについては、必要な整備支援のほか、運営にあたっての看護師 

  確保、利用者の急な入院や欠席が多く、適正な人員配置に対しての給付が受けられない 

などの課題があるため、事業者負担を軽減する手法について検討する。 

ウ）医療的ケア等の対応へのノウハウの蓄積などを図るため、専門職同士の研修や連絡会な 

どの活用、世田谷区福祉人材育成・研修センターや医療機関との連携を行い、支援者 

の質の向上や育成を進める。 

 

６ 今後の整備について 

  以上の所要量想定や方策を踏まえ、次期（仮称）せたがやインクルージョンプラン－世田谷 

 区障害施策推進計画－（令和６年度～令和８年度）の内容に反映させる。 

  なお、施設整備等を進めていくための具体策は以下のとおりとする。 

 （１）具体策 

   ①障害児通所施設（児童発達支援・放課後等デイサービス共通） 

    ・児童発達支援については、民間による整備が進んでいることから、区内５地域のバラ 

     ンスに考慮しながら、民間による施設整備を進める。 

・放課後等デイサービスについては、民間による整備が進んでいるが、利用者数の増加 

傾向が続いているため、民間による整備を中心に、既存施設の活用も検討しながら、 

区内５地域のバランスに考慮しながら施設整備を進める。 

利用者数（実績） 
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・利用者の障害特性や希望する支援を尊重した多様な施設整備・運営を支援する。 

・利用者が自ら希望に合った施設利用が可能になるように施設の特徴や魅力を発信し 

ていく。 

・開設希望事業所に対する開設前からの丁寧なヒアリングを実施し、適切な運営が図れ 

るよう、寄り添った支援を行う。 

・施設整備だけでなく、療育プログラムや人員配置、職員の適正、安全対策など、開設 

 前の丁寧な聞き取りを実施し、適切な運営が図れるよう、寄り添った支援を行う。ま 

た、世田谷区福祉人材育成研修センターなどと連携し、看護師や児童指導員など必要 

となる人材の質や育成について支援を行う。 

   ②医療的ケア児を含む重症心身障害児への対応（①に加えて進める） 

     ・障害者施設との併設、既存の施設の活用等公有地活用による施設整備を行う。 

 ・必要な整備支援、運営にあたっての看護師確保や適正な人員配置に対しての支援など、 

  運営事業者の負担軽減にかかる検討を進める。 

  ・医療的ケア等の対応へのノウハウの蓄積などを図るため、看護師を中心とした勉強会 

といった専門職同士の横のつながりを生かした研修や重症心身障害児通所施設連絡 

会などの活用、世田谷区福祉人材育成・研修センターや成育医療研究センター等との 

連携を行い、支援者の質の向上や育成を進める。  
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「障害者施設整備等に係る基本方針（令和２年９月策定）」の 

必要所要量及び整備計画状況（案）（令和５年４月１日時点） 

 

 

 

障害者施設整備は中長期にわたる取組みが必要となり、施設需要への的確な対応を図っていく

必要があることから、令和２年作成の基本方針において、令和１２年度までの通所施設（生活介護・

就労継続支援Ｂ型）、グループホームの想定不足数及び施設整備の方策を整理した。 

生活介護及び就労継続支援Ｂ型の令和１２年度までの最大必要所要量について、過去の施設

通所者の入退所数から利用者数（見込み）を想定したところであるが、策定後から令和５年４月１日

時点までの施設利用者数の実数を踏まえるとともに、現時点で整備予定の計画を含めて、今後の

必要所要量を更新する。 

 

１ 生活介護 

【基本方針策定時必要所要量（最大値）】 

方針策定時 
令和 2年度 

(2020年） 

令和３年度 

（2021 年） 

令和 4年度 

(2022年） 

令和 5年度 

（202３年） 

令和 6年度 

(2024年） 

令和 7年度 

（2025 年） 

利用者数（見込み） 665 700 731 761 790 819 

定員数 641 641 641 641 641 641 

不足数 ▲ 24 ▲ 59 ▲ 90 ▲ 120 ▲ 149 ▲ 178 

 令和 8年度 

(2026年） 

令和 9年度 

（2027 年） 

令和１0年度 

(2028年） 

令和１１年度 

（２０２９年） 

令和１２年度 

（２０３０年） 

利用者数（見込み） 849 882 913 944 975 

定員数 641 641 641 641 641 

不足数 ▲ 208 ▲ 241 ▲ 272 ▲ 303 ▲ 334 

 

【令和５年４月１日時点必要所要量】 

※令和２年度～令和５年度の利用者数は実数とし、令和６年度以降の利用者数（見込み）は令和５

年度までの利用者の入退所者数の平均値等にて見込む。 

※定員数については、現時点で整備予定の施設定員数を踏まえた数とする。 

※東京リハビリテーションセンター障害者支援施設梅ヶ丘における施設入所支援（生活介護）の利 

用者数については定員５０人と同数とする。 

整備予定施設の定員
数を含む 
（令和 5年 4月 1日時点） 

令和 2年度 

(2020年） 

令和３年度 

（2021 年） 

令和 4年度 

(2022年） 

令和 5年度 

（202３年） 令和 6年度 

(2024年） 

令和 7年度 

（2025 年） 

利用者数（見込み） 
（令和 5年度まで実績） 

658 658 665 682 702 722 

定員数 641 641 647 663 668 668 

不足数 ▲ 17 ▲ 17 ▲ 18 ▲ 19 ▲ 34 ▲ 54 

 令和 8年度 

(2026年） 

令和 9年度 

（2027 年） 

令和１0年度 

(2028年） 

令和１１年度 

（２０２９年） 

令和１２年度 

（２０３０年） 

利用者数（見込み） 
（令和 5年度まで実績） 

762 792 812 832 852 

定員数 738 758 758 758 758 

不足数 ▲ 24 ▲ 34 ▲ 54 ▲ 74 ▲ 94 

別紙２ 

利用者数（実績） 
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整備予定施設概要 令和２年度 既存１施設 定員１５人増（施設移転による新設） 

令和４年度 既存１施設 定員 ６人増（事業転換による） 

             令和５年度 既存３施設 定員１６人増（改修工事による定員拡充） 

             令和６年度 既存１施設 定員 ５人増（改修工事による定員拡充） 

             令和８年度 新規開設  ＪＫＫ大蔵創出用地（公社用地） 定員４０人 

                             ふじみ荘跡地（区有地）      定員３０人 

             令和９年度 新規開設  警察庁深沢宿舎跡地（国有地） 定員２０人 

 

２ 就労継続支援 B型 

【方針策定時必要所要量（最大値）】 

方針策定時 
令和 2年度 

(2020年） 

令和３年度 

（2021 年） 

令和 4年度 

(2022年） 

令和 5年度 

（202３年） 

令和 6年度 

(2024年） 

令和 7年度 

（2025 年） 

利用者数（見込み） 630 660 687 712 737 762 

定員数 681 681 681 681 681 681 

不足数 51 21 ▲ 6 ▲ 31 ▲ 56 ▲ 81 

 令和 8年度 

(2026年） 

令和 9年度 

（2027 年） 

令和１0年度 

(2028年） 

令和１１年度 

（２０２９年） 

令和１２年度 

（２０３０年） 

利用者数（見込み） 788 816 843 870 897 

定員数 681 681 681 681 681 

不足数 ▲ 107 ▲ 135 ▲ 162 ▲ 189 ▲ 216 

 

【令和５年４月１日時点必要所要量】 

※令和２年度～令和５年度の利用者数は実数とし、令和６年度以降の利用者数（見込み）は令和５

年度までの利用者の入退所者数の平均値等にて見込む。 

※定員数については、現時点で整備予定の施設定員数を踏まえた数とする。 

整備予定施設の定員
数を含む 
（令和 5年 4月 1日時点） 

令和 2年度 

(2020年） 

令和３年度 

（2021 年） 

令和 4年度 

(2022年） 

令和 5年度 

（202３年） 令和 6年度 

(2024年） 

令和 7年度 

（2025 年） 

利用者数（見込み） 
（令和 5年度まで実績） 

615 640 650 665 681 697 

定員数 681 681 685 679 679 679 

不足数 66 41 35 14 ▲ 2 ▲ 18 

 令和 8年度 

(2026年） 

令和 9年度 

（2027 年） 

令和１0年度 

(2028年） 

令和１１年度 

（２０２９年） 

令和１２年度 

（２０３０年） 

利用者数（見込み） 
（令和 5年度まで実績） 

703 714 730 746 762 

定員数 679 679 679 679 679 

不足数 ▲ 24 ▲ 35 ▲ 51 ▲ 67 ▲ 83 

整備予定施設概要 令和４年度 既存１施設 定員４人増（事業転換による） 

             令和５年度 既存１施設 定員６人減（生活介護の定員拡充に伴う減） 

  

利用者数（実績） 

10



 

 

 

３ グループホーム 

グループホームにおける令和１２年度までの必要所要量については、基本方針策定に向けて通

所施設への聞き取り等の調査結果をもとに見込んだ最大の必要所要量である。 

基本方針策定時の調査にあたっては、障害当事者・家族と身近に関わっている障害者施設に、

利用者の日頃の意向や、利用者・家族等介助者の年齢や健康状態等を勘案して、今後のグルー

プホームが必要な方の所要量を把握した。 

この必要所要量については利用者の状況を踏まえた調査結果に基づき想定した数値であり、状

況が大きく変化しているものではないことから、今回は方針策定時に定めた目標値である最大の必

要所要量の変更は行わないこととする。 

ただし、中軽度障害者向けグループホームは民間事業者主導での整備が進んでいること、重度

障害者向けグループホームは、公有地等を活用した整備を進めていることを踏まえ、中軽度につ

いては、令和５年４月１日までの開設実績を含めた今後の必要所要量に更新し、重度については、

整備予定の施設定員を含めた今後の必要所要量に更新する。 

 

（１）中軽度障害者向けグループホーム 

【方針策定時必要所要量（最大値）】 

方針策定時 令和２年度～令和７年度 令和８年度～令和１２年度 合計 

必要所要量 71 124 195 

令和 5年 4月 1日

時点の開設実績 
45 － 45 

開設実績を含めた際

の今後の必要所要量 
26 124 150 

開設実績（精神障害者を主たる対象としたグループホーム数は除く） 

令和２年度 ３施設 定員１２人   令和３年度 ５施設 定員２４人 

令和４年度 １施設 定員 ５人   令和５年度 １施設 定員 ４人（令和５年４月１日時点のみ） 

 

（２）重度障害者向けグループホーム 

【方針策定時必要所要量（最大値）】 

方針策定時 令和２年度～令和７年度 令和８年度～令和１２年度 合計 

必要所要量 126 172 298 

令和 5年４月１日

時点の整備予定数 
10 60 70 

整備予定数を踏まえ

た今後の必要所要量 
116 112 228 

整備予定施設概要  令和５年度 千歳台３丁目（区有地）         定員１０人 

令和８年度 ＪＫＫ大蔵創出用地（公社用地）    定員２０人 

ふじみ荘跡地（区有地）         定員２０人 

令和９年度 警察庁深沢宿舎跡地（国有地）    定員２０人程度 
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